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要約　障害者雇用をめぐり，我が国では制度と環境の両面での整備に加えて，雇用後の人材育成も大きな課題とさ

れている。このような一連の障害者就労に関する課題は，特別支援教育におけるキャリア教育の充実も含めて

議論を行う必要があるが，障害者就労の実態に関する調査資料は未だ十分ではない。そこで，本研究では，民

間企業における障害者雇用の実態と現状の課題を明らかにする為，アンケート調査を実施した。 46社からの回

答結果から，障害者を雇用する側のニーズや現状の課題等が明らかになった。結果を踏まえて，企業側の視点

から，特別支援教育における今後のキャリア教育の展開に向けた提案を行った。

Keywords : 障害者雇用，キャリア教育，障害者就労

Ｉ　 問題と目的

昨今の教育現場において，キャリア教育という用語

を耳にする機会が増えている。この現状を生み出した

一因として，中央教育審議会(2011) による｢ 今後の学

校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

(答申)｣ をあげることができる。この答申が発表され

て以降，小中学校では勤労観・職業観の育成に向け

て，従来型の職場体験実習やインターンシップのみな

らず，学ぶこと・働くことの意義に関連した様々な

活動が展開されている(e.g., 徳田ら, 2012) 。さらに

は，高校生や大学生を対象としたキャリア教育やキャ

リ ア形成支援に関する研究なども増加している(ｅ.

９.，中嶌, 2013)。一方で，キャリア教育に対する教員

の受け止め方や実践内容の水準にばらつきがあるとの

指摘もある(中央教育審議会, 2011)。その背景には，

キャリアという用語の持つ多義性が関連しているよう

に思われる。例えば，小中学校においては学習指導要

領の主柱といえる｢ 生きる力の育成｣ に向けてキャリ

ア教育をどのように位置づけるのかという点に現場の

教師達が心を砕いている現状からも察することができ

よう。このような動向の中で, 特別支援学校において

もキャリア教育に関連付けた教育実践が増加してい

る。菊池(2012) によると，特別支援学校( 知的障害)

において，進路指導や職業教育なども含めたキャリア

教育に関連する事項を課題にあげている学校は全体

の4割を占めるという。特別支援学校の総合化が進行

する昨今では，この傾向は増大していることが予想さ

れ，特別支援学校におけるキャリア教育の展開や新た

な進路指導の形(尾崎ら, 2013) について今後もその動

向が注目されるところである。

ところで，キャリア教育が直接的に職業指導や就労

支援を意味するものではないとしても，障害者雇用の

現状と切り離して考えることはできない。現在の我が

国では，税と社会保障をめぐる議論の中で障害者雇用

に関する議論も継続的に行われてきた。例えば，平成

23年６月１日現在の資料（厚生労働省, 2012)では，民間

企業における障害者雇用の状況は，実雇用率1.65%,

法定雇用率達成企業割合は45.3% であり，雇用障害者

数は増加傾向にあるが，現行の法定雇用率に届いてい

ない民間企業・地方公共団体が多いといえる。これに

加えて，障害種によって雇用状況には大きな差がある。

法定雇用率は少なくとも５年ごとに見直しがされる

ことになっているものの，平成９年に定められたもの

が改正されずに適用されてきたが, 平成25年４月より，

現行から0.1～0.3% の引き上げが実施されている。

しかし，法定雇用率の引 き上げは実施されたもの

の，民間企業の現状としては，現行の法定雇用率にも

達していないところが多い。民間企業における障害者

の就労・雇用を増やし，安定して働くことができるよ

うにするためには，民間企業が障害者雇用に対して理

解を深め，積極的に取り組むことが大切であるが，官

公庁や教育現場からのサポート・連携が欠かせない。

また，民間企業での障害者雇用を前進させるためには，

現状のなかでの様々な問題点を浮かび上がらせ，それら

の解決方法を検討し実行していくことが必要である。

そこで，本研究では，障害者雇用を行っている民間

企業を対象にアンケート調査を行い，障害者雇用に関

する実態や民間企業が障害者を雇用する中で抱える課

題とその改善等に関する取り組みについて明らかにす

る。さらに，回答内容（企業側の視点）を踏まえて，

教育現場における今後のキャリア教育の展開に向けた

考察を行うものとする。
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Ⅱ　方法

１）調査対象

東海地方の３県（Ａ県・Ｂ県・Ｃ県）内において，

障害者を雇用している民間企業を対象とした。イン

ターネット上で，「独立行政法人　高齢・障害・求職

者雇用支援機構」のホームページおよび，障害者向け

の求人情報サイトを利用して障害者を雇用している企

業を検索した。その結果142社が検出され，アンケー

ト調査の対象としてアンケート用紙を郵送した。結

果，46社から回答を得た。（回収率32.4%) 回答企業

の業種の割合は図１に示した通りである。製造業の割

合が高く，全体の約半数を占めた。

図１　回答企業の業種内訳

２）調査に用いた質問内容について

表１に示した項目について質問した。

表１ 企業に送付したアンケート調査の質問項目

Ｉ　 企業特性や障 害者 雇用の概要 に関 する もの

1. 企業規模（従業員規模および拠点数）　（選択式）

２．業種　　　　　　　　　　　　　　　　　 （選択式）

３． 障害者雇用開始 時期ときっ かけ　　 （自由記述式）

４．雇用してい る障害者の障害種お よび人数(実数記入)

５．障害者が携 わっ てい る業 務内容　　　　 （選択式 ）

６．日常の業 務におい て，障害のあ る方が仕事に取り組

みやすい ようにするために 工夫してい ること

(選択式および自由記述式)

Ⅱ 募集・採 用・選考に関するもの

１．募集方法　　　　　　　　　　　　　　　 （選択式）

２．募集時の特別支援学校等との連携方法　 （選択式）

３．選考方法　　　　　　　　　　　　　　　 （選択式）

４．選考時に重視していること　　　　　　　 （ 選択式）

Ⅲ 採用後の研修に関すること

１．研修の方法お よび期 間 （選択式お よび自由記述式）

２．障害の特性や一人一人の性格に合っ た研修 にするた

めの工夫　　　　　　　　　　　　　 （自由記述式）

３．障害のある方が研修 において習得しやすいこ とや，

取 り組 みによって習得しやす くなっ たと感じら れる

こ と　　　　　　　　　　　　　　　 （自由記述式）

IV その他

1. 当該企業での障害者雇用における課題・ミスと対応

事 例　　　　　　　　　　　　　　　 （自由 記述式）

２． 関係機 関に要請し たいこ と　　　　　（自由 記述式）

Ⅲ　結果

１．回答した企業の特性

（１）企業規模

図２に示したように1000 名以上の企業がやや多い

ものの，企業の規模に大きな偏りはなかった。従業員

300名以上（大企業）と300名未満（中小企業）の数

は，ほぼ同数であった。

図２　回答企業の従業員規模

２.障害者雇用を始めた時期ときっかけ

（１）障害者雇用の時期

障害者雇用を始めた時期（図３参照）について，知

的障害者が障害者雇用促進法の対象に加えられた1987

年以降に，障害者雇用を開始した企業が多く，全回

答のうち65.2% を占める。それ以前に開始した企業は

17.3%で，最も早い時期では, 1966年頃という企業も

あった。

図３　障害者雇用を始めた時期について

（２）障害者雇用のきっかけ

図４に障害者雇用を始めた契機に関する自由記述を

まとめた。法律によって障害者の雇用について規定さ

れたことを受けて雇用を開始した企業が最も多い。特

に2000年代以降に開始した企業はそのようなところが

多くみられた。また，障害者雇用を前提とする特例子

会社として設立された企業も５社あった。このよう

に，制度基盤の整備によって開始した企業は15社で

あった。

関係機関などからの依頼を受けて雇用を開始した企

業もあった。障害者本人からの応募による開始は１社
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だが，ハローワークからの依頼は３社，特別支援学校

からの照会や実習の受け入れは５社であった。これら

の中では，特別支援学校からの働きかけによるものが

最も多い。近隣住民や地域からの働きかけがあったと

答えた２社は，どちらも1980年代に開始している。一

方，地域貢献のため，企業の社会的責任，などと答え

る企業のほとんどは，2000年ごろから2005年ごろの間

に開始した企業であった。「特例子会社の設立」と答

えた５社のうち３社が製造業であった。

図４　障害者雇用を始めた契機について

３．雇用している障害者について

（１）障害種別にみた雇用している企業数

各企業がそれぞれの障害種の障害者を何人雇用して

いるか，回答を得た。精神障害は選択肢として独立さ

せていなかったが，「その他」を選択した企業の回答

に精神障害と書かれたものが多かったため，集計上は

独立させた。障害種別に 雇用しているかどうかを集

計すると，図５に示す結果となった。知的障害，肢体

不自由，聴覚障害の順に，雇用している企業が多かっ

た。一方で，視覚障害，発達障害，精神障害について

は，雇用している企業が少なく，最も多い知的障害に

比べて４分の１から５分の１程度である。「その他」

には，障害名無記入の他，内部機能障害，身体障害と

記述している企業もあった。

図５　 障害種別にみた雇用している企業数と割合

（２）障害種別雇用人数

回答したすべての企業の雇用人数を，障害種別に合

算して比較すると，図６に示すような結果となった。

知的障害が圧倒的に多く，１企業あたりの雇用人数も

多い。最も多いところでは227名の知的障害者を雇用

している企業もあった。また，肢体不自由，聴覚障害

が知的障害に続いて多い。視覚障害，発達障害は雇用

されている人数も非常に少ない。視覚障害者は最も多

いところでも７名の雇用であった。

図６　障害種別雇用人数について

（３）各企業の合計雇用障害者数

回答した各企業が雇用している障害者の人数を，全

障害種合わせると，図７のような結果になった。５名

以下の企業が最も多く，30名までの範囲に大半の企業

が集中している。 100名以上の企業は３社とも，全従

業員規模1000名以上の企業であった。雇用障害者数が

最も多い企業は, 417名の障害者を雇用していた。

図７　合計雇用障害者数について

（４）携わっている職種

職種については，複数の職種を選択する企業がほ

とんどであった（図８参照）。最も多かったのは事務

で，回答した企業の半数以上が回答している。ものづ

くり，接客・販売が続いた。「機械操作」にはパソコ

ンの操作も含んでいる。「その他」には医療・介護，

梱包，警備という回答があった。
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図８　障害のある人が携わっている職種

（５）日常の業務において仕事に取り組みやすくする

ための工夫

日常の業務において，障害のある社員が仕事に取り

組みやすくするために工夫していることについてたず

ねた（図９参照）。最も多いのは「他の社員によるサ

ポート」で，全回答の76％が選択している。具体的な

内容例として，先輩社員によるサポート，声かけをこ

まめに行う，メンタル面の相談，手話による業務の伝

達などがあった。「施設改修」「道具や機械の充実」

「イラストや写真などの視覚的支援」「資料などによ

る説明の充実」はほぼ同じくらいの回答数であった。

「音声による支援」は１社にとどまった。「その他」

には，業務フローの見直し，関係機関との連携による

サポート，レクリエーションの実施などがあった。

図９　障害者就労の日常業務における工夫

４. 募集・選考・採用に関する項目

（１）募集方法

最も多いのは「ハローワークに募集情報を提供」で

あり，全回答のうち85％が選択していた。「学校等に

募集情報を提供」が次に多いが，ハローワークに比べ

ると半数程度である。求人情報誌や求人サイトの利用

は比較的少ない。「その他」には，人材情報会社の利

用などの記述がみられた。

（２）募集時の特別支援学校等との連携

最も多いのは，「現場実習受け入れ」で，全回答の

うち67.3% が実施している。続いて「学校の先生との

就職相談」を約半数の企業が実施している。一方，生

徒や保護者との就職相談を実施している企業は，全回

答の１割にも満たない数で，学校の先生を対象に実施

している企業に比べても５分の１から７分の１程度で

あった。

（３）選考方法

全回答のうち９割近い企業が，選考において面接を

行っている。筆記試験や適性検査を行っている企業

は，２割～３割程度であった。技能試験を行っている

企業は少数で，その内容はレジ操作，パソコンの操

作，簡単な手作業であった。「その他」では，現場実

習，健康診断，就職の意思確認などがあった。

（４）選考時に重視する点（選択式・優先度上位３つ

まで選択可）

図10に示した通り，最も多かったのは「協調性・素

直さ」で, 73.9%の企業が選択していた。他にも「コ

ミユニケーションカ」「あいさつができること」「人

柄」など，性格に関する項目の回答が多い。「やる

気」「積極的な発言・主張」「その人ならではの個性」

など，積極性を重視する企業もあるが，協調性に比べ

ると少数である。２番目に多いのは「運動能力や体

力」で, 41.3% の企業が選択している。「大きな声」

「元気さ」という回答もあった。

一方，読み書きや計算の能力，専門知識，年齢や経

歴を重視している企業は，上の２項目に比べて少数で

あった。

図10　選考時に重視するポイント
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５.研修に関する項目

（１）研修方法

最も多く行われている研修方法は「実際の現場での

研修」で, 71.7% の企業が選択している。座学研修を

行っている企業は，実際の現場での研修の半分以下で

あった。

「その他」では，定期的なレベルアップ研修のほか

「特に研修はしていないが日々の仕事のなかで指導し

ている」という回答もあった。

（２）障害の特性や一人一人の性格等に合った研修に

するための工夫（自由記述）

20社(43.5%) から回答を得られた。それらを集約

し，それぞれの項目についていくつかの回答を挙げる

と，表２のような結果となった。最も多いのは，「他

の社員による指導やサポートの充実」であり，この設

問に回答した企業のうち半数ほどが回答している。次

に多いのが「本人に合った仕事を見つける」である

が，様々な仕事をしながら見つける企業と，事前に本

人の特徴を聞いてから研修を始める企業があった。

表２　障害の特性や一人一人の性格等に合った研修に

するために工夫していること

① 関係機関と

の連携 を図る

(４社)

・ ハロ ーワ ークやジョブコ ーチ との連携 を

取り，障害者の方が独 りにならない ように

心がけている（建設業）

・障害者 の人 となりや生活 の把 握をするた

め に， 親や 関係機 関との情報共有に努める

(製造業)

・採用後, 個々の指導方法を確立するため，

障害者 職業 センターのジョブ コーチから指

導 のサポート を受けてい る（複数業 種）

②本人に合っ

た仕事を見つ

ける（６社）

・各所 に交代で配置し，特性や性格に合っ

た仕事 を探し， 実地させる（製造業 ）

・ 学校やハローワークからの紹介がほ とん

どのため，事前に本人の特徴を くわし く聞

い たうえで研修をする（得意なこ と，苦手

なことなど）（サービス業 ）

・ 働く前のアセスメントをしっ かり行い，

その人の性格を考えたり，一通 りの仕事 を

して もらい，適性を見極める（複数業種）

③他 の社員 に

よる 指導やサ

ポート の充実

(９社)

・ 先輩社員のトレ ーナーが一人 に一 人ずつ

つく。１ 週間ごとの計画，報告（製造業）

・ＯＪＴ しか してい ない ので， 現場 の教 育

担当者に対し，そ の方の出 来ること，苦手

なこ と，そ の他配慮すべ きこ とをあ らかじ

め伝える よう にしている（不動 産業）

・少人数制で実施している（製造業）

・資料 には ふりが なを入 れる （製造業）

④その他 ・知的障害者 を中心 にマ ナー研 修(製造業)

・パソ コン入力研 修や社 説の読みと感想入

力（文章力）（製造業）

・特 に差 別するこ となく，健常者と同じ研

修 を受け る（飲 食・宿泊業）

６. 課題

（１）当該企業の取り組みのなかでの課題や改善した

いこと　（自由記述）

26社（全回答のうち56.5%) から回答を得られた。

それらを集約し，それぞれの項目についていくつかの

回答を挙げると，表３のような結果となった。最も多

いのは「採用の拡大とそのための職種拡充」であっ

た。障害者が携わる職種・部署を拡大することが，採

用人数を増やすために必要だと考えている企業が多

い。また，モチベーションの向上や高齢化への対応な

ど，採用後仕事を継続していけるようにすることが課

題だとする企業も多くみられた。

表３　当該企業の取り組みのなかでの課題や改善した

いこと

① モ チ ベ ー

ショ ンの向上

や仕事 の能力

の 向 上 （ ８

社）

・ 知的障害者の場合，一つの作業（自分が

できる作業）を習得する と，その他の作業

を嫌 がる 人が た まに見 受け ら れる。 作業

の幅を広げるための彼らのモチベ ーション

向上を図るための方法， またその ためのコ

ミュニケ ーショ ン術な どが課題（製造業）

・サ ービス業の ため， ずっ とつ きっ きりで

の指導がで きない ため，仕事 の質を高めて

いくことが難しい（サ ービス業）

② 高齢化への

対応 （３社）

・高齢化 による作業 能力 の低 下による対応

(その他業種)

・勤続年 数が20年を過ぎてくると，作業 能

力 の衰 えが目立ってくるので，作業部署を

変 えるこ ともすぐにはむずかしく，そ れが

今， 課題 となっ てい る（サービ ス業 ）

③採用を増や

すこ とや職種

の 拡 充 （10

社）

・ 障害の内容・部位などによって出来る仕

事 はまちまちであるので，法定雇用人数を

クリ アするためには，受け入 れ可能な ポス

ト を増やしていくこ と。そのための各部 署

の理解促進が重要（サービス業）

・ 数十人の雇用があり，自立している方 を

ベ ース に採用し て きた が， 雇用率2.0% を

前に，今後は支援者 を設定する など， 定着

率が向上する努力が必要 になっ てくると感

じている（卸売・小売業）

④ 働く障害者

のサポート 充

実（４社）

・年 １ 回懇 談会 を開 き，家 庭， グ ル ープ

ホ ームでの現状や社内で の状況 など情報交

換を実施し ている。 働くこ とは，背景での

生活環境状況 が関わっ てお り， 生活の安定

が仕事 に結 びつい てい る。 将来に向けても

今後 自立が 必要となると考えられるので，

両親，兄弟姉 妹との生活，グループホーム

での生活 など， その方向性を話し合ってい

る。将 来設計を生 活，雇用両面で支えれば

と考 える （サービ ス業）

・障 害のあ る方の仕事面だけでなくプライ

ベ ート の相談にものれる人材・担当の育成

(不 動産業)

⑤他の社員 に

対 す る 教 育

(２社)

・ ライン長などの上司が，はじめは障害が

あ ることを理解して作業させているが，障

害者が慣れてくると，一般の作業者 と同じ

レベ ルを要求してしまう（製造業 ）

・ 職場で孤立しない ように，現場責任者 と

の連携を図る（卸売・小売業 ）
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⑥設備の充実

(２社)

・機械 などを新し くし， 安全かつ使い やす

い機械 を購入し たい（製造業）

⑦精神障害へ

の 対 応 （ ２

社）

・精神障 害の取 り組 みが課題。 社内のメン

タルヘ ルス の取 り組 み と同時 にで き ない

(製造業)

・精神障 害の人の長期就 労が難しい 。出勤

状況が安定し ない（サ ービス業）

⑧その他（２

社）

・現状 は２年 が経過し，作業 にも仕事にも

なれて きてい るので，不安全 な行動にてヶ

ガ をするこ とが困る ので， 再度，安全第一

の仕事 を徹底するこ と（製造業）

（２）関係機関（官公庁や教育現場）に要請したいこ

と（自由記述）

19社(41.3%) から回答を得られた。官公庁に対す

るものと学校等に対するものをはっきりと分けていな

いが，官公庁に対しての要請と考えられるもめが多

かった。

それらを集約し，それぞれの項目についていくつか

の回答を挙げると，表４のような結果となった。この

設問に回答した企業のうち半数以上が「制度の見直

し」に関する何らかの要望を持っていた。それらの内

容は雇用率や賃金，年金制度，施設など，幅広いもの

であった。教育・指導面では，障害児者だけでなく，

保護者や健常児者に対しても充実させるべきとの回答

があった。

表４　関係機関(官公庁や教育現場)に要請したいこと

①制度の見直

し（10社）

・ 最低賃金がどんどん上がり，なかなか雇

いづ らくなって きてい る。 もっと簡単に減

額の特例許可申請がで きるようにしてほし

い （製造業 ）

・ 高年齢化したと きの受け入 れ施設の開設

および充実， またその施設の広報(製造業)

・ 中小企業の賃金レベルは大企業の比で は

ない。障害者の自立生活を考え たとき，障

害 者年 金は大 きなウェ イト と なる。 一方

で， 障 害のレ ベ ルに よっ ては， 支給 が な

く，ト ータルでの生活費が難しい障 害者 が

でている。医療費 も同じである。安定し た

生活が より よい仕事 に結 びつ くので， その

点，区別がないことを望む（サ ービス業）

・企業でで きるこ とはやっ てい る。し かし

営利団体であ りボラ ンテ ィアではない。 単

に規制 の数字 のみを上げ ない で欲しい （製

造業）

②関係機関の

連携 口 社）

・市町村福祉 課，県福祉課， 労働局，教育

委員会，障 害者 雇用支援 センター，地域生

活支援 センター，障 害者授 産施設，など，

行 政 間の ネット ワ ークを 確立 して 欲しい

(サービ ス業)

③広報の充実

(２社)

・いろい ろなサービ スがあ るのに 本人や

家族， 企業 に対 し啓蒙 活動がなされてい な

い （製 造業）

・障 害者雇用納付 金制度に基づく各種助成

金につい て， 事業主 が知らない ことが多 く

あ るように思う 。事業 主がその内容を詳細

に知ることができれば，さらに障害者の雇

用拡大 につ ながると思われる（複数業種 ）

④ 障 害 児 者

本 人 へ の 教

育・指導（２

社）

・生徒 の生 活面の指導（あい さつ，身辺自

立 など）（製造業）

・ より社会 に適応 できるよう職業訓練など

のレベ ルアップ を図っ てい ただければ幸い

です（製造業）

⑤保護者への

対応（１社）

・ 働 くこ との大 切 さを教 え て欲し い。 ま

た，働 く（給与 をもら引 ことは，自分 も

が んばらない とい けない こと，障害があっ

て もそ れは同じであ ることを， 特に親に教

え て 欲しい 。 親の教 育が と ても大 切で あ

る。学校で は，現 場の人を招い て，話を聞

く機会 を多 く作っ て欲しい。 親が何をすべ

きか を伝 えて欲しい （複数業種）

⑥健常児者へ

の教育・指導

(１社)

・障害者 の方に対 する差別の目をなくすよ

う に，幼い 頃から障害を気 にしない ような

教育 をし てい ただきたい 。現状，障害者の

方 を厳しい 目で見る方や障害者雇用に協力

的で ない方 もいる ため（卸売 ・小売業）

（３）募集・選考・採用について

図10において，２番目に多く選択された「運動能力

や体力」の項目について，選択した企業の業種や採用

職種に着目した。図11は，選択した企業の業種の割合

を示したものであり，図12は，採用職種として選択し

た企業数を示したものである。業種では製造業，職種

ではものづくりが最も多いことから，とくに工場での

仕事などでは運動能力や体力が必要とされることがわ

かる。選考方法の回答にも，「現場実習における仕事

の評価」などがあった。

図11　選考時に「運動能力や体力」を

重視する企業の業種

図12 選考時に「運動能力や体力」を

重視する企業の採用職種

－68 －



愛知 教育大 学教育 臨床総 合センター紀要第４号

Ⅳ　 考察

１．障害種別の雇用状況と課題

本研究の調査では，知的障害・聴覚障害・肢体不

自由の３障害種は比較的雇用が進んでいることが明

らかになった。一方で，視覚障害や発達障害につい

ては，上記の３障害と比して雇用数が少ないことが分

かった。まず，視覚障害については他障害と比較した

場合，総数が少ない（分母が小さい）ことも考慮に入

れる必要がある。つまり，視覚障害者全体の数に照ら

せば今回の調査によって明らかになった雇用数は（他

障害と比して）必ずしも少ないとは言えないのかもし

れない。この点は引き続き検討を進めることとした

い。但し，視覚障害者の企業就労が進んでいない可能

性として，視覚障害者が携わる職種が限定されてきた

ことについて言及をしておきたい。視覚障害者に対す

る職業教育は明治期から始められ，あん摩マッサージ

指圧師，はり師，きゅう師を養成することを主な目的

として行われてきた。限られた職種に就くことを目的

としての指導が続けられてきたことから，学校におけ

る進路指導も幅広い職種や企業を扱うことが少ないの

ではないかと推測される。また，社会的にも「視覚障

害者は理療業に従事する」というイメージが定着して

いることも，企業による視覚障害者雇用が遅れる原因

になっているとは考えられないだろうか。近年の視覚

障害者に対する職業教育について，情報処理分野での

職業教育が進む一方で，一般の職種で採用がされにく

い現状や中途視覚障害者の雇用継続が難しいという指

摘（池谷, 2008) もある。限られた職種に関する職業教

育が行われてきたことは，他の職種に就くことが難し

いと考えられてきたことによるものであるといえるだ

ろう。視覚障害では情報を得ることに関する困難が，

仕事の遂行の制約にもつながっている。また，万が一

のときの反射的反応にも制約があることから，安全面

等の問題により，職種に大きな制約を受けることがあ

り，企業側も雇用に慎重になる傾向があるのかもしれ

ない。

企業規模や業種などによって雇用状況には差があ

り，それぞれの特性から原因を考え，課題を解消して

いく必要がある。水野(2007) は，全国の上場企業（従

業員数100 名以上）と特例子会社を対象とした調査を

行っている。その結果は，上場企業では肢体不自由，

内部障害，聴覚障害の順に，雇用している企業が多

く，特例子会社では肢体不自由，知的障害，聴覚障害

の順に多くなっている。特に，知的障害と聴覚障害

は，上場企業と特例子会社で雇用している企業数に大

きな差がある。聴覚障害者を雇用している企業の割合

については従業員数による差も大きかった。水野の調

査の結果や本研究の調査結果のように，企業規模に

よって雇用している障害種の傾向に違いがあるのは，

障害種ごとに必要となるサポートが異なり，企業規模

によって取り組みやすいものが異なるためと考えられ

る。知的障害では，仕事の指導方法の工夫や声かけ，

先輩社員によるサポートが中心となり，小規模な企業

でも取り組みやすい。また，きめ細かい対応をできる

という点で，小規模な企業の特性を活かせる場合もあ

ると考えられる。

肢体不自由では，施設の改修や障害のある人でも使

いやすい機械の導入など，ハード面でのサポートが必

要となる場合が多いため，大規模な企業では雇用が進

んでいるが小規模な企業では対応できていないところ

が多いと考えられる。

２．今後のキャリア教育の展開に向けて

雇用に際する選考方法では，面接を行っている企業

が多 く，筆記試験や技能試験を行っている企業は２

割～３割程度にとどまったが，これは選考時に重視す

る点とも関連していると思われる。選考時に重視する

点で最も多く選択された「協調性・素直さ」の項目

は，業種などに偏りはなく幅広い企業が選択してい

る。企業が求めるポイントとして，仕事に関する知識

や技術も必要ではあるが，それよりも性格・人間性を

重視していることがわかる。「積極的な発言・主張」

や「その人ならではの個性」と比較しても多く，職場

の一員として周囲の人と協力して働けることが求めら

れている。携わっている職種に関する設問では，４分

の１近い企業が「接客・販売」を選択していることか

ら，社内の人だけではなく，その企業の顧客と接する

機会も多い。「あいさつができること」や「コミュニ

ケーション力」という回答も，このような企業側の姿

勢を反映している。

’特別支援学校高等部学習指導要領におけるキャリア

教育に関する内容として，「働くことの意義，作業・

実習の仕方，仕事の分担に対する責任，適切な進路選

択，実際的な職業生活の経験，健康管理や余暇の過ご

し方，情報機器などの操作」があげられている。この

内容を見ると，職業内容に関するものや作業学習の内

容充実など仕事の知識・技能の習得に関するものがほ

とんどである。ここで生じるひとつの疑問は，多くの

企業・業種が選考の際に重視している協調性やコミュ

ニケーション力といったキャリアを障害のある人達は

どのように修得していくのだろうかという点である。

特別支援学校などにおける職業教育や進路指導で

は，仕事をするために必要な知識や技術を習得させる

だけではなく，あいさつやコミュニケーション，周囲

との協力などができるようにすることを重要な目標と

して行ってきた。キャリア教育の重要性が指摘される

よりも以前から，日々の指導や職場実習，作業実習に

おいて協調性やコミュニケーション行動の指導が重視

されてきたといえる。現在のキャリア教育では「職業

観」に関連する社会的・対人的スキルに該当するとい

える。これに加えて，小学部段階から基本的な生活習
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慣としてのあいさつやコミュニケーション行動の指導

を行うことを「勤労観」の育成に位置づけて，高等部

までに積み上げ型でキャリア修得を支援することが今

後の課題と言えるであろう。

また，選考において重視する点の中で２番目に多く

選択されていた「運動能力や体力」についての指導

も，従来型のキャリア教育の中ではあまり重視されて

こなかった感がある。運動能力や体力については，協

調性などに比べると重視している企業の業種はある

程度限定される。しかし，製造業，サービス業，卸

売・小売業が特に重視しており，これらの業種は障害

者雇用への取り組みが進んでいる業種でもある。留意

する必要があることは「運動能力や体力を向上する＝

身体を鍛えること」と安易に考えてしまうことであろ

う。調査結果の自由記述において，「雇用した障害者

から“つかれた”という発言がよく聞かれる」という

報告があった。仕事をする体力がない為に疲れるとい

うこともあるようだが，それ以上に「ずっと力を入れ

て頑張っている」や「休憩時間に上手く休めない」と

いう報告もあった。つまり，セルフマネジメントに関

連した課題が「運動能力や体力の問題」として理解さ

れているケースがあるかもしれない。この点について

は現状では推測の域を出ないため今後も検討を続ける

予定であるが，セルフマネジメントも小学部段階から

育成していくキャリアに位置づけることを付言してお

きたい。

３．おわりにかえて

高垣（2011）は，特別支援学校め進路指導について，

以下のように記述している。

「進路担当者が対象の子どもの実態に合った企業を

個別に探す形式で行っている。これは，子どもの実態

と職場のニーズとのマッチングを図るためである。」

「雇用する側の企業は，障害に対してどのような配慮

が必要なのか本人からの情報だけでは十分に分から

ず，職場への不適応を危惧し雇用に踏み切れない実態

がある」。

一人一人の生徒の能力や性格などの特性を考え，そ

れに合った企業への就職を勧めることは，大切なこと

であるのはいうまでもない。しかし，就職できる企業

の選択肢の幅を広げるためには，多くの企業が普遍的

に求める能力を身につけることも考えていく価値があ

るのではないだろうか。その能力 とは，「協調性・素

直さ」と「運動能力や体力」であることが，今回の調

査結果から明らかになった。

現在行われている職業訓練・進路指導に加え，小学

部段階からの一貫性・継続性のあるキャリア教育を展

開させることにより，障害のある人達の企業就労への

道を拓くと考えることができる。障害者・特別支援学

校卒業者の就職のニーズと企業の採用ニーズとのミス

マッチを減らし，採用の増加や職種の拡大，新たな就

職先の開拓にもつながるであろう。さらに，就職後の

定着率向上にも貢献するであろう。特別支援学校にお

けるキャリア教育・進路指導は，生徒本人や保護者，

学校，企業が相互に連携することが重要であり，その

ためにはお互いのニーズを的確に把握し，それに近づ

けるようにすることが必要である。本研究では，民間

企業のニーズの一端を明らかにした訳であるが，今後

はさらに多くの企業への調査を行うと共に特別支援学

校におけるキャリア教育の実践例など学校の視点も含

めて障害者就労に関する統合的な検討を行っていきた

い。
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